
 

浜松市動物被害対策事業費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第 1 条 市長は、イノシシ、サル、シカ等の野生動物による農林産物の被害を防止し、も

って本市の農林業の振興及び経営の安定を図るため、農畜産物及び森林被害対策に関す

る事業を実施する事業主体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

その交付に関しては、浜松市補助金交付規則（昭和 55 年浜松市規則第 17 号。以下「規

則」という。）及びこの交付要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第 2 条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、各号に定めるものとする。 

（1）団体等 

農業協同組合、森林組合、町内会、自治会、部農会、農事組合法人、一般法人、猟

友会及び農林産物栽培者 2人以上で構成される任意団体をいう。 

（2）個別型申請 

   市内において農林産物を栽培又は畜産物を飼育している個人又は団体等による申請

をいう。 

（3）一体型申請 

研修修了者を含み、市内の近接した土地において農林産物を栽培又は畜産物を飼育

している 2 主体以上の個人又は団体等による申請をいう。 

（4）電気柵 

動物が触れた際に電気ショックを与える機構を有した柵をいう。 

（5）防護施設 

フェンス等野生動物の侵入を防止するものをいう。 

(6) 複合柵 

  電気柵と防護施設を一体的に整備するものであり、設置延長の半分以上が重複する

ものをいう。 

（7）忌避効果資材 

点滅ライト等野生動物を光により威嚇して侵入を防止するもの及び野生動物の嫌

がる臭いによる忌避効果を活用するものをいう。 

 (8)  追払い資材 

野生動物を追い払うために使用する花火及びその発射台、パチンコ、エアガン及び

音を発する装置をいう。 

（9）捕獲わな 

 鳥獣保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成 14 年 法律第 88 号）第

39 条に規定するわな猟免許所持者が設置する箱わな、くくりわな及び囲いわなをいう。 

（10）鳥獣被害対策環境整備用資材 



鳥獣被害対策のために実施する緩衝帯設置、放任果樹･樹木の伐採・剪定、放置竹

林の管理及び雑草管理等の環境整備に用いる資材をいう。 

(11) 研修 

   鳥獣被害対策のために設立又は活動している組織（例：浜松地域鳥獣被害対策協議

会、浜松市鳥獣被害対策実施隊、農業協同組合、森林組合、猟友会）により実施され

る、鳥獣被害対策の基本的事項を習得するための研修会・勉強会をいう。 

（補助の対象等） 

第 3 条 この要綱による補助の対象は、別表に定めるものとする。 

（交付の申請） 

第 4 条 補助金の交付申請をしようとする者は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しな

ければならない。 

(1) 補助金交付申請書（第 1 号様式） 

(2) 事業計画書（第 2 号様式又は第 3号様式又は第 4 号様式） 

（3） 収支予算書（第 5 号様式） 

 (4)  市民税・県民税・森林環境税の特別徴収義務者指定通知書の写し（給与所得者を雇

用する事業者の場合） 

2 前項の規定に関わらず、事業の目的及び内容により市長が必要ないと認めるときは、

前項各号に掲げる事項の一部の記載若しくは前項各号に掲げる書類の添付を省略する

ことができる。 

（交付の決定） 

第 5 条 市長は前条の申請があったときは、当該申請書を審査し、適当であると認めるも

のについて補助金の額を決定し、申請者に補助金交付決定通知書（第 6号様式）により

通知するものとする。 

（交付の条件） 

第 6 条 次に掲げる事項は補助金を交付する際の条件とする。 

（1）補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指

示を受けなければならない。 

（2）補助金の収支に関わる帳簿を整え、領収書等関係書類を整理するとともに、これ

らの帳簿及び書類については、補助金交付を受けた年度終了後 5年間保管しなくて

はならない。 

（3）事業実施者は、補助事業により設置された資材及び施設等について、事業の完了

後においても注意をもって管理しなければならない。 

（4）補助事業の完了により当該補助事業者に相当の収益が生じると認められる場合に

おいては、当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の

全部又は一部に相当する金額を市に納付すること。 

（5）規則第 17 条第 1項の規定により補助金の交付の決定の取消しを受け、補助金の返

還の請求を受けたとき又は当該返還の期限までに納付しなかったときは、規則第



18 条の 2の規定に基づき、加算金又は遅延損害金を市に納付する。 

（6）補助金の返還の請求を受け、当該補助金、加算金又は遅延損害金の全部又は一部

を納付しない場合、規則第 18 条の 3 の規定に基づき、他の交付すべき補助金につ

いてその交付を一時停止し、又は未納額との相殺をする場合がある。 

（7）忌避効果資材を設置する場合は、人及び車両の進行や近隣の住民の社会生活に障

害を生じさせないこと。 

（8）電気柵を設置する場合は、電気設備に関する技術基準を定める省令（平成 9 年。

通商産業省令）第 52 号に基づき、感電又、火災及び電波障害発生のおそれがない

よう、以下の措置を講じること。 

ア 設置した場所には、人が見やすいように危険である旨の表示をすること。 

イ 電圧 30V 以上の電源から電気の供給を受ける電源装置を使用する場合、電源

装置は電気用品安全法の適用を受けるものであること。また、漏電遮断機（定

格感度電流が 15mA 以下、動作時間が 0.1 秒以下の電流動作型のものに限る。）

を設置すること。 

ウ 近隣の無線設備に継続的かつ重大な障害を生じさせないよう設置すること。 

（9）野生動物の追払い資材を使用する場合は、火災に十分注意するとともに車両の進

行や周囲を通行中の人や物に障害及び損失を生じさせないよう使用すること。 

（10）野猿対策犬を使用する場合は、狂犬病予防法等関係法令を遵守すること。また、

当該犬の健康管理や、周辺の人や物に危害を生じさせないよう十分留意すること。 

（11）豚熱緊急対策事業を実施する場合は、以下の家畜防疫対策の措置を講じること。 

   ア 防護施設等の設置物及び設置物の固定に要する資材等は、養豚場等敷地内へ

の搬入前までに、豚熱ウイルスに効果のある消毒薬で消毒すること。 

   イ 防護施設等の設置作業後において、作業者の履物、衣服、手袋等を豚熱ウイ

ルスに効果のある消毒薬で消毒すること。 

（12）補助金の交付を受けた日から５年間において、市が実施する補助事業に関する調

査に協力しなければならないこと。 

（補助対象者） 

第 7 条 補助の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 

（1）市税を完納していること。 

（2）納税義務者に対して給与の支払いをするものにあっては、市民税・県民税・森林

環境税の特別徴収義務者として指定されていること又は指定されていないことに

ついて正当な理由があること。 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象としな 

 い。 

（1）暴力団（浜松市暴力団排除条例（平成２４年浜松市条例第８１号。以下「条例」

という。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。） 

（2）暴力団員等（条例第２条第４号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。） 



（3）暴力団員等と密接な関係を有する者 

（4）前３号に掲げる者のいずれかが役員等（無限責任社員、取締役、執行役若しくは

監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。）となっている法人

その他の団体 

（5）前各号に掲げる者のほか、公の秩序に反するおそれがあると認められる団体 

（着工） 

第8条 事業の着工は原則として第5条の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、別

表の豚熱緊急対策事業の申請者が交付の決定前に着工する場合にあっては、その理由を

明記した交付決定前着工届（様式第7号）を市長に提出しなければならない。なお、こ

の場合においては、申請者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とするこ

とを明らかにした上で行うものとする。 

（変更の申請） 

第 9 条 補助事業者が、事業の変更をしようとする場合で次のいずれかに該当する場合は、

補助金変更承認申請書（第 8 号様式）に変更事業計画書（第 2 号様式又は第 3 号様式又

は第 4号様式）及び変更収支予算書（第 5号様式）を添えて提出し、あらかじめ市長の

承認を受けなければならない。 

(1) 事業計画書の実施事業区分又は設置場所を変更しようとする場合 

(2) 補助金額が増加する変更をしようとする場合 

(3) 補助金額がその 20 パーセントを超えて減額する変更をしようとする場合 

（4）補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合 

（変更の承認） 

第 10 条 市長は、前条による申請が適当であると認めた場合には、補助事業者に補助金変

更承認通知書（第 9 号様式）により通知するものとする。 

（実績報告） 

第 11 条 補助事業者は当該事業が完了した後、次に掲げる書類を速やかに市長に提出しな

ければならない。 

（1）補助金実績報告書（第 10 号様式） 

（2）事業実績書（第 2 号様式又は第 3号様式又は第 4 号様式） 

（3）収支決算書（第 5 号様式） 

（交付の確定） 

第 12 条 市長は、前条の報告を受けた場合はその内容を審査し、適当であると認めたとき

は交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書（第 13 号様式）により通知

するものとする。 

（補助金の請求） 

第 13 条 補助金の交付は、前条による補助金交付確定通知書を受領した者が、受領後速や

かに補助金交付請求書（第 12 号様式）により市長に請求するものとする。 

 



附 則 

この要綱は、令和 3 年 4 月 1 日より施行し、令和 3年度から令和 5年度までの補助金に

適用する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和 4 年 4月 1日より施行し、令和 4 年度から令和 5 年度までの補助金に

適用する 

 

附 則 

この要綱は、令和 6 年 4 月 1 日より施行し、令和 6年度から令和 8年度までの補助金に

適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和 6 年 6 月 3 日より施行し、令和 6年度から令和 8年度までの補助金に

適用する。 

 

 



別表 

事業名 補助対象経費 条件 
補助率・限度

額 

農
畜
産
物
被
害
防
除
事
業 

個
別
型
申
請 

複合柵の購入費 年度につき 1回。同一箇所での申請は、前回の

完成日から金属製フェンスの場合は 10 年以上

（部分的補修の場合は 3年以上）、その他の場

合は 3年以上経過していること。 

10 分の 2以内 

100 千円 

※研修修了者 

10 分の 5以内 

250 千円 

防護施設の購入費 年度につき 1回。同一箇所での申請は、前回の

完成日から金属製フェンスの場合は 10 年以上

（部分的補修の場合は 3年以上）、その他の場

合は 3年以上経過していること。 

 

10 分の 2以内 

80 千円 

※研修修了者 

10 分の 5以内 

200 千円 

野猿対策犬の購入費

又は養成費 

1 回限り。ただし、補助を受けた野猿対策犬が

活動できなくなった場合は再度申請可。 

 

電気柵の購入費 年度につき 1回。同一箇所での申請は、前回の

完成日から 3年以上経過していること。 

 

10 分の 2以内 

20 千円 

※研修修了者 

10 分の 5以内 

50 千円 

忌避効果資材の購入

費 

年度につき 1回。 

追払い資材の購入費 年度につき 1回。 

 

捕獲わなの購入費 

（囲いわなの場合は

工事費含む） 

年度につき 1回。わな猟免許所持者に限る。同

一動物を捕獲対象とした檻の申請については、

前回の完成日から 3年以上経過していること。 

 

上記の事業を活用し

て設置した複合柵及

び防護施設、電気柵

の機能強化に必要な

経費 

機能の強化が明らかに認められるもの。年度に

つき 1回。 

別表 2 に定め

る 

一
体
型
申
請 

複合柵の購入費 年度につき 1回。同一箇所での申請は、前回の

完成日から金属製フェンスの場合は 10 年以上

（部分的補修の場合は 3年以上）、その他の場

合は 3年以上経過していること。 

 

10 分の 5以内 

申 請 者 数 に

250 千円を乗

じた額 

防護施設の購入費 年度につき 1回。同一箇所での申請は、前回の

完成日から金属製フェンスの場合は 10 年以上

（部分的補修の場合は 3年以上）、その他の場

合は 3年以上経過していること。 

 

10 分の 5以内 

申 請 者 数 に

200 千円を乗

じた額 

野猿対策犬の購入費

又は養成費 

1 回限り。ただし、補助を受けた野猿対策犬が

活動できなくなった場合は再度申請可。 

 



鳥獣被害対策環境整

備用資材の購入費 

年度につき 1回。前回の補助金交付日から 2年

以上経過していること。 

緩衝帯設置の場合：3ｍ幅 50ｍ以上 

放任果樹･樹木の低木化･伐採の場合：10 本以

上 

 

10 分の 5以内 

環境整備参加

人数に 50千円

を乗じた額 

電気柵の購入費 年度につき 1回。同一箇所での申請は、前回の

完成日から 3年以上経過していること。 

 

10 分の 5以内 

申請者数に 50

千円を乗じた

額 忌避効果資材の購入

費 

年度につき 1回。 

追払い資材の購入費 年度につき 1回。 

 

捕獲わなの購入費 

（囲いわなの場合は

工事費含む） 

年度につき 1回。わな猟免許所持者に限る。同

一動物を捕獲対象とした檻の申請については、

前回の完成日から 3年以上経過していること。 

 

第一種及び第二種銃

猟免許所持者が使用

する猟犬用受発信機

の購入費 

年度につき 1回。上限 3頭。技適マークが付い

た受発信機であること。同一犬での申請は前回

の納品日から 3年以上経過していること。 

10 分の 5以内 

猟犬頭数に 20

千円を乗じた

額 

上記の事業を活用し

て設置した複合柵及

び防護施設、電気柵

の機能強化に必要な

経費 

機能の強化が明らかに認められるもの。年度に

つき 1回。 

別表 2 に定め

る 

豚
熱
緊
急
対
策
事
業 

個
別
型
申
請 

複合柵の購入費、複

合柵の固定に要する

資材費及び同柵・資

材の消毒に必要な経

費 

年度につき 1回。同一箇所での申請は、前回の

完成日から金属製フェンスの場合は 10 年以上

（部分的補修の場合は 3年以上）、その他の場

合は 3年以上経過していること。 

10 分の 5以内 

防護施設の購入費、

防護施設の固定に要

する資材費及び同施

設・資材の消毒に必

要な経費 

年度につき 1回。同一箇所での申請は、前回の

完成日から金属製フェンスの場合は 10 年以上

（部分的補修の場合は 3年以上）、その他の場

合は 3年以上経過していること。 

電気柵の購入費、電

気柵の固定に要する

資材費及び同柵・資

材の消毒に必要な経

費 

年度につき 1回。同一箇所での申請は、前回の

完成日から 3年以上経過していること。 

上記の事業を活用し

て設置した複合柵及

び防護施設、電気柵

の機能強化に必要な

経費 

機能の強化が明らかに認められるもの。年度に

つき 1回。 

別表 2 に定め

る 



 

森
林
食
害
防
除
事
業 

個
別
型
申
請 

忌避効果資材の購入

費 

年度につき 1回。 10 分の 5以内 

50 千円 

一
体
型
申
請 

忌避効果資材の購入

費 

年度につき 1回。 10 分の 5以内 

申請者数に 50

千円を乗じた

額 

備考 1 補助金額は、千円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。 

2 他の補助事業との重複交付は認めないものとする。 

3 補助対象経費は、事業費から消費税及び地方消費税を除いた額とする。 

4 資材の購入と同時に発生する送料については、これを補助対象経費とみなす。 

5 豚熱緊急対策事業は、その発生状況に応じて市が対象事業から外すことがある。 

 

 

別表 2（農畜産物被害防除事業、豚熱緊急対策事業共通） 

前回交付対象 

今回申請対象 

補助率・限度額 

複合柵 防護施設 電気柵 

複合柵 10 分の 2以内 

100 千円から前回交付

額を除いた額 

※研修修了者 

10 分の 5以内 

250 千円から前回交付

額を除いた額 

10 分の 2以内 

100 千円から前回交付

額を除いた額 

※研修修了者 

10 分の 5以内 

250 千円から前回交付

額を除いた額 

10 分の 2以内 

100 千円から前回交付

額を除いた額 

※研修修了者 

10 分の 5以内 

250 千円から前回交付

額を除いた額 

防護施設 10 分の 2以内 

100 千円から前回交付

額を除いた額 

※研修修了者 

10 分の 5以内 

250 千円から前回交付

額を除いた額 

10 分の 2以内 

80 千円から前回交付

額を除いた額 

※研修修了者 

10 分の 5以内 

200 千円から前回交付

額を除いた額 

10 分の 2以内 

100 千円から前回交付

額を除いた額 

※研修修了者 

10 分の 5以内 

250 千円から前回交付

額を除いた額 

電気柵 10 分の 2以内 

100 千円から前回交付

額を除いた額 

※研修修了者 

10 分の 5以内 

250 千円から前回交付

額を除いた額 

10 分の 2以内 

100 千円から前回交付

額を除いた額 

※研修修了者 

10 分の 5以内 

250 千円から前回交付

額を除いた額 

10 分の 2以内 

20 千円から前回交付

額を除いた額 

※研修修了者 

10 分の 5以内 

50 千円から前回交付

額を除いた額 

 



第 1 号様式（第 4 条関係） 

  年  月  日 

 

（あて先）浜松市長 

 

                         〒 

住 所               

名 称               

（代表者）氏名               
（署名又は記名押印をしてください） 

電    話               

生年月日（個人の場合） 

 

 

補助金交付申請書 
 

  年度において浜松市動物被害対策事業費補助金事業を実施したいので、補助金を交付

されるよう関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

1 補助事業の目的 

   野生鳥獣による農林産物の被害を防止するため 

 

2 事業の内容 

 

3 交付申請額及び算出の基礎 

区分 事業費 補助率 補助申請額 備 考 

補助対象経費 

（税抜き） 

円 
  ／10 

円 限度額    円 

申請額は千円未満切り捨て 

補助対象外経費 
円    

合計 
円    

 

4 市税の納付又は納入の状況の確認についての同意（同意する場合は下記に☑を記入） 

□ 浜松市動物被害対策事業費補助金交付要綱第 7 条の規定により、市において、申請者

の市税の納付又は納入状況について確認することに同意します。 

   

5 暴力団排除に関する誓約（誓約及び承諾する場合は下記に☑を記入） 

□ 浜松市動物被害対策事業費補助金の交付申請にあたり、下記事項について誓約し、承

諾します。 

（1）次に掲げる者のいずれにも該当しません。 

・暴力団（浜松市暴力団排除条例(平成２４年浜松市条例第８１号。以下「条例」という。)

第２条第１号に規定する暴力団をいう。） 

・暴力団員等（条例第２条第４号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。） 

・暴力団員等と密接な関係を有する者 

・（法人その他の団体の場合）上記３点に掲げる者のいずれかが役員等（無限責任社員、

取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべきもの、支配人及び清算人をい

う。）となっている法人その他の団体 

（2）浜松市が暴力団排除に必要な場合には、静岡県警察本部又は管轄警察署に照会するこ 

とを承諾します。 



第 2 号様式（第 4 条、第 9条、第 11 条関係） 

 

農畜産物被害防除事業 事業計画書（変更事業計画書、事業実績書） 
 

1 事業の内容 【  個別型（ 研修有 ・ 研修無 ）  ・  一体型   】 

 

実 施 事 業 区 分 

複合柵 電気柵 防護施設 忌避効果資材 

捕獲わな 追払い資材 野猿対策犬 

他 (                      ) 

対 象 動 物   

対 象 農 林 産 物   

事業実施による 

被害軽減(想定)量 

 

        ｋｇ 

       

          ｋｇ 

施工延長 

及び事業面積 
  ｍ          ㎡ 

設 置 場 所 浜松市 

事 業 実 施 期 間 

（ 予 定 ） 
   年   月   日 ～     年   月   日 

研修有の場合 

研修名及び研修年

月日（修了番号） 

研 修 名： 

研修年月日： 

修 了 番 号： 

（注）実施事業区分については該当する事業名を丸で囲むこと。 

事業区分が、複合柵・電気柵・防護施設の場合のみ、施工延長及び事業面積を記入。 

2 経費の配分 

区分 

補 助 対 象

事 業 費 

（消費税 及び 

地方消費税を除く） 

経費の内訳 

備考  補助率（ 20％以内 ・ 50％以内 ） 

市補助金 
事業主体 

負 担 金 
そ の 他 

事業費 円 円 円 円  

計      

（注）経費の内訳にその他がある場合は、備考欄にその内容を記入すること。 

3 添付書類 

（1）事業（変更事業）計画書の場合 

ア 地図等設置場所の分かるもの（複合柵、電気柵、防護施設の場合に限る） 

イ 見積書（価格が確認できるカタログやウェブページのコピー等も可） 

ウ 捕獲わなの場合は、わな猟免許証の写し 

エ 研修修了者は、それを証明する書面 

オ 一体型の場合は、参加者全員の氏名・住所の一覧及び委任状 

（2）事業実績書の場合 

ア 設置場所の写真（設置の前後 2枚。複合柵、電気柵、防護施設に限る） 

イ 納入又は完成写真 

ウ 領収書等の支払内容及び支払金額のわかるもの 

 

 



第 3 号様式（第 4 条、第 9条、第 11 条関係） 

 

豚熱緊急対策事業 事業計画書（変更事業計画書、事業実績書） 
 

1 事業の内容 

実 施 事 業 区 分 複合柵 防護施設 電気柵 

対 象 動 物 イノシシ 

対 象 畜 産 物 豚    ・   飼育イノシシ 

被害未然防止頭数 
 

                      頭 

施工延長 

及び事業面積 
  ｍ          ㎡ 

設 置 場 所 浜松市 

事 業 実 施 期 間 

（ 予 定 ） 
   年   月   日 ～     年   月   日 

養豚場搬入前の 

消毒について 

消毒年月日      年     月     日 

消毒薬名  

消毒場所  

消毒者  

（注）実施事業区分については該当する事業名を丸で囲むこと。 

 

2 経費の配分 

区分 

補 助 対 象

事 業 費 

（消費税 及び 

地方消費税を除く） 

経費の内訳  

備考 
市補助金 

事業主体 

負 担 金 
そ の 他 

事業費 円 円 円 円  

計      

（注）経費の内訳にその他がある場合は、備考欄にその内容を記入すること。 

 

3 添付書類 

（1）事業（変更事業）計画書の場合 

ア 地図等設置場所の分かるもの（地面がコンクリートや岩盤等のため、支柱以外に柵の

固定に要する資材を使用した場合、その箇所及び資材名を地図中に図示すること。） 

イ 見積書（価格が確認できるカタログやウェブページのコピー等も可） 

 

（2）事業実績書の場合 

ア 資材及び設置場所の写真 

・当該柵、資材の全数が入っている写真 

・100ｍごとに当該柵設置の前及び後各 1枚 

・養豚場搬入前の当該柵及び資材消毒場所（例：出入口）及び消毒薬剤の写真各１枚 

イ 領収書等の支払内容及び支払金額のわかるもの 

 



第 4 号様式（第 4 条、第 9条、第 11 条関係） 

 

 

森林食害防除事業 事業計画書（変更事業計画書、事業実績書） 
 

1 事業の内容 【  個別型    ・  一体型   】 

 

事業の概要  

事業の効果  

実施場所、面積等  

経費の配分 

事業費 

（円） 

経費の内訳 

市補助金 

（円） 

事業主体負担金 

（円） 

その他 

（円） 

    

実施期間  

備考  

 

 

2 添付書類 

（1）事業（変更事業）計画書の場合 

ア 地図等の実施場所の分かるもの 

イ 見積書 

 

（2）事業実績書の場合 

ア 森林食害防除事業成績書 

イ 納入又は完成写真 

ウ 領収書等の支払内容及び支払金額のわかるもの 

 



第 5 号様式（第 4 条、第 9条、第 11 条関係） 

 

 

収支予算書（変更収支予算書、収支決算書） 
 

 

記 

 

1 収入の部 

区 分 

予 算 額 

（変更予算額） 

（決 算 額） 

 

 

（予 算 額） 

比  較 

備 考 

増 △減 

 

市 補 助 金 

 

事業主体負担金 

 

そ の 他 

円 

 

円 円 円  

合 計      

 

 

2 支出の部 

区 分 

予 算 額 

（変更予算額） 

（決 算 額） 

 

 

（予 算 額） 

比  較 

備 考 

増 △減 

 円 円 円 円  

合 計      

（注）変更収支予算書が提出・承認された事業の収支決算書の場合は、(予算額)欄に変更前

の予算額を上段に括弧書きし、変更後の予算額を下段に記入すること。 

 



第 6 号様式（第 5 条関係） 

浜松市指令  第  号 

  年  月  日 

 

様 

     

浜松市長         

 

 

補助金交付決定通知書 
 

  年  月  日付け申請のあった浜松市動物被害対策事業費補助金

（      事業）について、下記のとおり交付決定します。 

 

記 

 

1 補助金の交付決定額 

 

 

￥ 
百 

 

拾 

 

万 

 

千 

 

百 

 

拾 

 

円 

 

 

 2 補助対象農地 

 

 

 

 

 3 補助金を交付するにあたっての条件 

  別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜補助金を交付するにあたっての条件＞ 

  

補助金を交付するにあたっての条件は以下のとおりです。  

 

 （1）各事業共通  

ｱ 補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を

受けなければならないこと。  

ｲ 補助金の収支に関わる帳簿を整え、領収書等関係書類を整理するとともに、これらの

帳簿及び書類については、補助金交付を受けた年度終了後 5年間保管しなくてはなら

ないこと。  

ｳ 事業実施者は補助事業により設置された資材及び施設等について、事業の完了後にお

いても注意をもって管理しなければならないこと。  

ｴ 補助事業の完了により当該補助事業者に相当の収益が生じると認められる場合にお

いては、当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部

又は一部に相当する金額を市に納付すること。  

ｵ 浜松市補助金交付規則（以下「規則」という。）第 17条第 1項の規定により補助金の

交付の決定の取消しを受け、補助金の返還の請求を受けたとき又は当該返還の期限ま

でに納付しなかったときは、規則第 18条の 2の規定に基づき、加算金又は遅延損害

金を市に納付する。  

ｶ 補助金の返還の請求を受け、当該補助金、加算金又は遅延損害金の全部又は一部を納

付しない場合、規則第 18条の 3の規定に基づき、他の交付すべき補助金についてそ

の交付を一時停止し、又は未納額との相殺をする場合がある。 

ｷ 申請者が市税を完納していること。 

ｸ 浜松市暴力団排除条例に規定する暴力団等でないこと。 

（2）農畜産物被害防除事業のうち忌避効果資材を設置する場合は、人及び車両の進行や近

隣の住民の社会生活に障害を生じさせないこと。  

（3）農畜産物被害防除事業のうち電気柵を設置する場合は、電気設備に関する技術基準を

定める省令（平成 9年。通商産業省令）第 52 号に基づき、感電又、火災及び電波障害

発生のおそれがないよう、以下の措置を講じること。  

ｱ 設置した場所には、人が見やすいように危険である旨の表示をすること。  

ｲ 電圧 30V 以上の電源から電気の供給を受ける電源装置を使用する場合には電源装置

は電気用品安全法の適用を受けるものであること。また、漏電遮断機（定格感度電流

が 15mA 以下、動作時間が 0.1 秒以下の電流動作型のものに限る。）を設置すること。  

ｳ 近隣の無線設備に継続的かつ重大な障害を生じさせないよう設置すること。  

（4）農畜産物被害防除事業のうち野生動物の追払い用資材を使用する場合は、火災に十分

注意するとともに車両の進行や周囲を通行中の人や物に障害及び損失を生じさせない

よう使用すること。  

（5）農畜産物被害防除事業のうち野猿対策犬の訓練を活用する場合は、狂犬病予防法等関

係法令を遵守すること。また、当該犬の健康管理や、周辺の人や物に危害を生じさせな

いよう十分留意すること。 

(6) 豚熱緊急対策事業を実施する場合は、以下の家畜防疫対策の措置を講じること。 

 ｱ 防護施設等の設置物及び設置物の固定に要する資材等は、養豚場等敷地内への搬入

前までに、豚熱ウイルスに効果のある消毒薬で消毒すること。 

 ｲ 防護施設等の設置作業後において、作業者の履物、衣服、手袋等を豚熱ウイルスに

効果のある消毒薬で消毒すること。 

(7) 補助金の交付を受けた日から 5年間において、市が実施する補助事業に関する調査に

協力しなければならないこと。 

 



第 7 号様式（第 8 条関係） 

                                 

  年  月  日 

 

（あて先）浜松市長 

 

                         〒 

住 所               

名 称               

（代表者）氏名               
（署名又は記名押印をしてください） 

電    話               
 

 

浜松市動物被害対策事業費補助金 

（豚熱緊急対策事業） 

交付決定前着工届 
 

  年度浜松市動物被害対策事業費補助金事業（豚熱緊急対策事業）について、下記条

件を了承の上、交付決定前に着工したいので、次のとおり交付決定前着工届を提出する。 

 

 

１ 補助金交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変等の事由によって実施した事業に損

失を生じた場合、これらの損失は、自らが負担する。 

 

２ 補助金交付決定を受けた補助金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合に

おいても、異議がない。 

 

３ 当該事業については、着工か補助金交付決定を受ける期間内においては、計画変更は行

わない。 

 

 

 

整備内容 

 

 

総事業費 

 

 

着工予定 

年月日 

 

竣工予定 

年月日 

 

交付決定前着工の理由 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



第 8 号様式（第 9 条関係） 

  年  月  日 

 

（あて先）浜松市長  

 

住 所               

名 称               

（代表者）氏名                
 

（署名又は記名押印をしてください） 

 

 

補助金変更承認申請書 
 

  年  月  日付け浜松市指令  第  号により補助金交付決定を受けた浜松市

動物被害対策事業費補助金（      事業）計画を次のとおり変更したいので、承認

されるよう関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

1 計画の変更の理由 

 

 

 

2 変更の内容 

 

 

 

 

添付書類 

1 変更事業計画書 

（1）農畜産物被害防除事業の場合  第 2 号様式 

（2）豚熱緊急対策事業の場合  第 3 号様式 

（3）森林食害防除事業の場合  第 4 号様式 

 

 

2 変更収支予算書（第 5号様式） 

 

 

（注）変更の内容は変更前と変更後について記入すること。 

 



第 9 号様式（第 10条関係） 

  浜松市指令  第   号 

  年  月  日 

 

             様 

 

浜松市長              

 

 

補助金変更承認通知書 
 

  年  月  日付け申請のあった浜松市動物被害対策事業費補助金

（      事業）については、下記のとおり承認します。 

 

 

記 

 

 

１ 補助金交付決定額                  円 

 

 

２ 今回変更額（減額・増額）               円 

 

 

３ 変更決定額                      円 

 



 第 10 号様式（第 11 条関係） 

  年  月  日 

 

（あて先）浜松市長        

 

                 住 所               

名 称               

（代表者）氏名             
 

（署名又は記名押印をしてください） 

 

 

補助金実績報告書 
 

   年  月  日付け浜松市指令  第  号により補助金交付決定を受けた浜松

市動物被害対策事業費補助金（     事業）に係る事業が完了したので、関係書類を添

えて報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類 

1 事業実績書 

（1）農畜産物被害防除事業の場合  第 2 号様式 

（2）豚熱緊急対策事業の場合  第 3 号様式 

（3）森林食害防除事業の場合  第 4 号様式 

 

2 収支決算書（第 5号様式） 

 

 



第 11号様式（第 12条関係） 

第     号  

  年  月  日  

 

様 

 

 浜松市長             

 

 

補助金交付確定通知書 
 

    年  月  日付け報告のあった浜松市動物被害対策事業費補助金実績報告書を

審査した結果、下記金額を      年度浜松市動物被害対策事業費補助金（    事

業）として確定します。 

 

 

記 

 

補助金の交付確定額 

 

 

￥ 
 拾 

 

万 

 

千 

 

百 

 

拾 

 

円 

 

 

 



第 12号様式（第 13条関係） 

 

  年  月  日 

 

（あて先）浜松市長  

 

所 在 地               

名   称               

代表者氏名              

 

補 助 金 交 付 請 求 書 

 

令和 6 年度浜松市動物被害対策事業費補助金（農畜産物被害防除 事業）として、下記

のとおり請求します。 

 

記 

１ 補助金の請求額 

 

￥ 
 

 
拾 

 

 

万 

 
千 

 
百 

 
拾 

 
円 

 

 

２ 補助金の振込先口座 

金

融 
機

関 
店

舗 
名

等 

 
銀行 信用金庫 信用組合 労働金庫 

農業協同組合 連合会 農林中金 

 
店・所 

 
出張所 

金融機関コード        

預金・貯金 
の種類 普通預金・当座預金 口座番号        

郵便局 記号      
(当座) 
番号         

口座名義人 

（ふりがな）  

氏 名  

 

 
 


